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一 

 



 

こ
の
間
、
モ
ノ
レ
ー
ル
大
船
線
の
営
業
再
開
を
条
件
に
、
神
奈
川
県
及
び
横
浜
市
に
よ
つ
て
、
ド
リ
ー
ム
ラ
ン

ド
隣
接
地
に
二
千
二
百
七
十
戸
の
分
譲
住
宅
（
ド
リ
ー
ム
ハ
イ
ツ
）
が
建
設
さ
れ
る
な
ど
、
周
辺
の
人
口
は
増
加

し
、
い
ま
で
は
駅
勢
人
口
は
中
途
沿
線
を
含
め
る
と
約
一
万
四
千
世
帯
、
四
万
六
千
人
と
推
定
さ
れ
る
に
至
つ
て

い
る
。
そ
の
た
め
通
勤
・
通
学
用
と
し
て
の
モ
ノ
レ
ー
ル
営
業
再
開
の
必
要
性
は
ま
す
ま
す
高
く
な
り
、
周
辺
住

民
は
た
び
た
び
神
奈
川
県
議
会
、
横
浜
市
議
会
に
「
早
期
再
開
」
を
求
め
る
陳
情
を
出
し
て
い
る
。 

モ
ノ
レ
ー
ル
大
船
線
は
、
国
鉄
大
船
駅
と
横
浜
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
間
五
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
結
ん
で
昭
和
四

十
一
年
五
月
に
日
本
ド
リ
ー
ム
交
通
（
株
）
に
よ
つ
て
営
業
開
始
さ
れ
た
が
、
車
両
の
過
重
量
に
よ
る
軌
道
桁
の
亀

裂
発
生
に
よ
り
、
四
十
二
年
九
月
以
来
二
十
年
近
く
休
止
状
態
が
続
い
て
い
る
。 

 
こ
の
よ
う
な
現
状
を
打
開
し
て
い
く
う
え
で
、
運
輸
省
の
果
た
す
役
割
と
責
任
は
極
め

て

重

要

と

な

つ

て

い 

モ
ノ
レ
ー
ル
大
船
線
の
早
期
再
開
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

に
も
か
か
わ
ら
ず
営
業
開
始
後
、
車
両
の
過
重
に
よ
る
軌
道
桁
の
亀
裂
の
発
生
の
た
め
運

行

が
不
可

能

と
な

り

、
日
本
ド
リ
ー
ム
交
通
（
株
）
か
ら
二
十
年
近
く
の
間
に
十
五
回
も
の
営
業
休
止
申
請
が
出
さ
れ
、
運
輸
省
は
こ

れ
を
す
べ
て
認
可
し
て
き
た
。 

（
株
）
の
親
会
社
〕
に
、

モ

ノ
レ
ー
ル
大
船
線
の
営
業
免
許
を
付
与
。
三
十
九
年
十
二
月
に
は
、
日
本
ド
リ
ー
ム
交

通
（
株
）
は
、
工
事
施
工
認
可
を
申
請
、
こ
の
申
請
を
運
輸
省
が
四
十
一
年
一
月
に
認
可
。
営
業
開
始
一
カ
月
前
の

四
十
一
年
四
月
に
は
、
竣
工
検
査
を
運
輸
省
が
実
施
し
て
い
る
。 

モ
ノ
レ
ー
ル
再
開
の
最
大
の
責
任
は
、
再
開
を
何
度
も
約
束
し
て
き
た
ド
リ
ー
ム
開
発
（
株
）
に
あ
る
が
、
こ
の

十
五
回
も
の
申
請
を
認
可
し
て
き
た
運
輸
省
に
も
そ
れ
と
し
て
の
責
任
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
営
業
休

止
申
請
の
度
重
な
る
認
可
は
周
辺
住
民
の
営
業
再
開
へ
の
期
待
を
つ
な
ぐ
も
の
で
は
あ
つ
た
が
、「
早
期
再
開
」
と

い
う
周
辺
住
民
の
切
実
な
要
求
に
何
ら
の
対
策
も
な
く
引
き
延
ば
し
て
き
た
だ
け
で
な
く
、
モ
ノ
レ
ー
ル
の
営
業 

る
。
運
輸
省
は
昭
和
三
十
九
年
六
月
に
、
日
本
ド
リ
ー
ム
交
通
（
株
）〔
現
在
の
営
業
免
許
保
有
者
ド
リ
ー
ム
開
発 

四 

 



 

を
再
開
す
る
た
め
の
諸
費
用
を
増
大
さ
せ
る
な
ど
、
営
業
再
開
に
新
た
な
障
害
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
こ
と
も
否

定
で
き
な
い
。 

こ
う
し
た
経
過
か
ら
い
つ
て
、
運
輸
省
は
責
任
を
も
つ
て
、
モ
ノ
レ
ー
ル
再
開
に
つ
い
て
積
極
的
に
対
処
を
す

べ
き
で
あ
り
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

一 

政
府
は
一
日
も
早
く
モ
ノ
レ
ー
ル
の
営
業
を
再
開
す
る
た
め
の
条
件
を
整
え
る
た
め
に
、
モ
ノ
レ
ー
ル
の
営

業
再
開
を
条
件
と
し
て
宅
地
開
発
を
進
め
て
き
た
横
浜
市
、
神
奈
川
県
、
モ
ノ
レ
ー
ル
の
営
業
主
体
で
あ
る
ド

リ
ー
ム
開
発
（
株
）、
再
開
計
画
を
調
査
、
検
討
し
て
い
る
相
模
鉄
道
（
株
）
の
四
者
が
、
モ
ノ
レ
ー
ル
の
営
業
再

開
の
た
め
に
必
要
な
協
議
を
行
う
よ
う
、
可
能
な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
発
揮
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
神
奈

川
県
が
協
議
に
加
わ
る
こ
と
が
特
別
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

二 

現
在
、
モ
ノ
レ
ー
ル
の
営
業
免
許
を
保
有
し
て
い
る
ド
リ
ー
ム
開
発
（
株
）
の
依
頼
に
よ
つ
て
相
模
鉄
道
（
株
）

が
、
営
業
再
開
に
つ
い
て
の
調
査
・
検
討
を
行
つ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
か
、
運 

五 

 



 

 

六 

輸
省
と
し
て
も
掌
握
し
、
営
業
再
開
の
可
能
性
と
展
望
に
つ
い
て
運
輸
省
と
し
て
の
独
自
の
検
討
を
加
え
る
べ

き
で
は
な
い
の
か
。 

三 

あ
わ
せ
て
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
な
ど
大
正
地
区
住
民
の
通
勤
、
通
学
難
解
消
の
緊
急
対
策
と
し
て
、
国
道
一
号

線
原
宿
交
差
点
の
改
善
が
強
く
望
ま
れ
て
い
る
が
、
建
設
省
は
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
検
討
し
て
い
る
の
か

計
画
等
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


